
群馬労働局の取組 トピックス
（女性の活躍に関する「情報公表」が変わります！

パートタイム・有期雇用労働法で正社員と非正規雇用労働者の間の
不合理な待遇差は禁止されています！）

発信者 雇用環境・均等室

〇群馬労働局の取組をトピックスで紹介します。お役立ち情報を載せていますので、ぜひ貴法人・機関、会員の
皆様にもご活用いただけるようお願いいたします。この情報は群馬労働局HP（新着情報）にも掲載しています。

〇ご不明な点は、雇用環境・均等室までお問い合わせください。（027-896-4739）

お問い合わせ先
群馬労働局雇用環境・均等室
電話 027-896-4739

① 女性の活躍に関する「情報公表」が変わります！

雇用環境・均等室

女性活躍推進法に関する制度改正により、令和４年４月１日より、１０１人以上３００人以下企業にも女性
活躍に関する情報公表が事業主に義務付けられています。
また、厚生労働省令の改正により、令和４年７月８日より、情報公開項目が追加されています。詳細につい

ては以下のリーフレットのとおりです。初回の「男女の賃金の差異」の情報公表は、施行（令和４年７月８
日）後に最初に終了する事業年度の実績を、その次の事業年度の開始後おおむね３か月以内に公表が必要です。



＜群馬労働局の取組 トピックスコーナー＞

https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-
roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/topics.html

トピックスのバックナンバー
はHPを見てね！

雇用環境・均等室

②パートタイム・有期雇用労働法で正社員と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差
は禁止されています！

パートタイム労働や有期雇用労働は、育児や介護などの様々な事情により働く時間に制約のある労働者をはじ
め、多様なニーズや事情を抱えた労働者が従事しやすい一方、正社員として働く機会を得られず、やむなくパー
トタイム労働者や有期雇用労働者として働いている方も一定程度おられます。また、必ずしも働きや貢献に見
合った待遇が確保されているとはいえない状況もあります。
パートタイム・有期雇用労働法では、正社員とパートタイム・有期雇用労働者間の不合理な待遇差を禁止して

います。また、パートタイム・有期雇用労働者から正社員との待遇差の内容や理由などを問われた場合、事業主
はパートタイム・有期雇用労働者に説明しなければならないとしています。
正社員とパートタイム・有期雇用労働者との間で待遇差がある場合は、その理由等について説明できるように

しておきましょう。また、待遇差の見直しについても検討しましょう。

＜待遇の見直しについてのご相談先＞
群馬働き方改革推進支援センター ＴＥＬ ０１２０－４８６－４５０

https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/consultation/gunma/


